
 

令和６年度 

第１回運営委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月２１日（金） 

島根県立少年自然の家 

 



令和６年度 第１回 島根県立少年自然の家運営委員会 

 

日 時 令和６年６月２１日（金） 

    １３：３０～１５：３０ 

場 所 少年自然の家 第１研修室  

 

 

１３：３０  開 会 

・ 少年自然の家所長あいさつ 

・ 自己紹介（名簿順に） 

・ 委員長互選 

・ 資料確認  

・ 日程説明 

 

１３：４５  議 事 

【報告事項】 

１ 令和６年度 運営方針について     資料１ 

 

２ 令和６年度 事務分掌及び主催事業について     資料２・３ 

 

３ 令和６年度 受け入れ事業及び受け入れ状況について 資料４・５ 

 

４ 令和６年度 施設管理方針について         資料６ 

 

【協議事項】 

１ 報告事項を受けて 

 

２ その他 

 

 

１５：２５  閉 会 

・ 少年自然の家所長あいさつ 

 

  



 
 

区分 No. 氏名 ふりがな 所属等 出欠

1 石山 忍 いしやま しのぶ  和木地区主任児童委員 出席

2 鍛治 恵巳子 かじ えみこ 施設協力団体代表 出席

3 河村 美広 かわむら よしひろ 江津市子ども会連合会会⾧ 欠席

4 小山 美子 こやま よしこ 松江市立佐太小学校⾧ 出席

5 坂本 博美 さかもと ひろみ のぞみ保育園園⾧ 出席

6 佐田尾 志おり さだお しおり 元 島根県立少年自然の家所⾧ 欠席

7 田中 茂秋 たなか しげあき 益田市立高津小学校⾧ 出席

8 内藤 まり子 ないとう まりこ 出雲市立遙堪小学校⾧ 欠席

9 南口 修 なんこう おさむ 都野津町づくり協議会事務局⾧ 出席

10 平田 裕 ひらた ゆたか 江津市立郷田小学校⾧ 出席

11 堀 康弘 ほり やすひろ 江津市教育委員会教育⾧ 出席

12 山口 慶子 やまぐち けいこ 公益財団法人しまね海洋館魚類展示課⾧ 出席

13 山下 積 やました つもる 江津市立桜江中学校⾧ 欠席

14 河本 誠二 かわもと せいじ 所⾧

15 荒木 友子 あらき ともこ 社会教育主事

16 土江 美来 つちえ みき 社会教育主事

17 安食 徹 あじき とおる 指導主事

18 松川 成治 まつかわ じょうじ 社会教育主事

19 山下 美智子 やました みちこ 会計年度任用職員

20 青砥 智訓 あおと とものり 主幹（兼）

21 田中 結 たなか ゆい 主任（兼）

22

少

年

自

然

の

家

令和６年度 第１回運営員会 出席者名簿（敬称略）

公益財団法人しまね文化振興財団 少年自然の家管理事務所⾧

運

営

委

員



 

会場：第１研修室

石山委員 田中委員

鍛冶委員 南口委員

小山委員 平田委員

坂本委員 堀委員

山口委員

安食 荒木 河本所長 管理事務所長
青砥
（兼）

田中
（兼）

松川 山下 土江 財団

令和６年度　第１回運営委員会　会場座席表

黒板
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傍
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席



参考資料 

 

資料１ 令和６年度 少年自然の家運営方針 

資料２ 令和６年度 組織及び事務分掌 

資料３ 令和６年度 主催事業一覧 

資料４ 令和６年度 受け入れ状況一覧表 

資料５ 令和６年度 入所期日一覧表 

資料６ 令和６年度 施設管理方針 

資料７ 島根県立青少年社会教育施設条例施行規則 
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主幹（兼）

主任（兼）

主任主事（兼）

社会教育主事（３）

指導主事（１）

会計年度任用職員（８）

非常勤職員（３）

氏名 区分 事務分掌

河　本　誠　二 県 総括

課長（兼） 高　塚　隆　宏 県 課内総括

主幹（兼） 青　砥　智　訓 県 課内予算管理

主任（兼） 田　中       結 県 課内予算管理

主任主事（兼） 錦　織　柊　二 県 課内庶務・会計

社会教育主事 荒　木　友　子 県 研修支援スタッフ総括

社会教育主事 土　江　美　来 県 研修支援スタッフ総括

社会教育主事 松　川　成　治 県 研修支援スタッフ総括

指導主事 安　食　　　 徹 県 研修支援スタッフ総括

会計年度任用職員 井　田　昭　彦 県 研修指導補助

会計年度任用職員 山　藤　明　利 県 研修指導補助

会計年度任用職員 田　中　敬　通 県 研修指導補助

会計年度任用職員 山　下　美智子 県 研修指導補助

会計年度任用職員 荒　木　秀　樹 県 宿泊指導並びに警備業務

会計年度任用職員 木　村　 　　弘 県 宿泊指導並びに警備業務

会計年度任用職員 城　山　末　麿 県 宿泊指導並びに警備業務

会計年度任用職員 能　見　秀　基 県 宿泊指導並びに警備業務

管理事務所長 桑　原　英　寿 財団 事務所総括

非常勤職員 梅　原　由　奈 財団 会計・施設管理

非常勤職員 福　富　久　幸 財団 運転・施設管理

非常勤職員 神　田　 　　智 財団 運転・施設管理

管
理
業
務
委
託

令和６年度　組織及び事務分掌

職名

所　　長

総
務
課

研
修
支
援
ス
タ
ッ

フ

１．所内組織（※　財団は公益財団法人しまね文化振興財団）

２．職　員

所長

総務課長（兼）

研修支援スタッフ

(財団）管理事務所長

資料２



※　写真は過去の主催事業から

№ 事業名 期日・対象・定員

1
利用団体指導者研修
会（前期）

期日：４/２５（木）
対象：４月～８月３１日入所予
定団体担当者
定員：４０名

宿泊活動の事前研修、プログラム
の作成

2 第１回運営委員会
期日：６/２１（金）
対象：運営委員１３名

今年度事業計画、運営方針等協
議

3
チャレンジ・ザ・サ
マー

期日：７/２０（土）～２１（日）
対象：小学生とその保護者
定員：２８家族

親子の交流を深めるための夏の
体験活動

4
利用団体指導者研修
会（後期）

期日：７/２５（木）
対象：９月～３月３１日入所予
定団体担当者
定員：４０名

宿泊活動の事前研修、プログラム
の作成

5
ジュニア・サマー・
キャンプ

期日：８/１８（日）～２３（金）
対象：小学５・６年生
定員：２４名

非日常体験での気づきをもとにし
た新たな自分の発見・追求、人間
関係づくりをめざした長期宿泊体
験活動

6 子ども探検隊
期日：１０/１２（土）～１３（日）
対象：小学３・４年生
定員：２４名

探検的要素を盛り込んだ自然体
験活動

7 オープンデー
期日：１０/２７（日）
対象：誰でも（高校生以下は
保護者同伴）

施設開放による体験活動（野外活
動、創作活動、各団体・個人ブー
ス）

8
エンジョイ！アウトド
ア

期日：１１/１（金）
対象：西部地区教育支援セン
ター他

炊飯や冒険の森を楽しむ野外体
験活動

令和６年度 実施予定主催事業概要一覧

内容

資料３
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№ 事業名 期日・対象・定員 内容

9 森と海のつどい
期日：１１/２（土）～３（日）
対象：小学生とその保護者
定員：２０家族

自然の家とアクアスでの体験活動

10
かわいい子には旅を
させよう！

期日：①１１/１６（土）～１７
（日）
　　　　②１２/７（土）～８（日）
対象：小学１・２年生
定員：各回２４名

自主・自立の精神を養うための自
然遊びや集団宿泊体験活動

11
ジュニア・ウインター・
キャンプ

期日：１２/２６（土）～２７（日）
対象：小学５・６年生
定員：２４名

人間関係能力を育むため、厳寒
期における短期集団宿泊体験活
動

12
ボランティアスタッフ
養成講座

期日：２/８（土）～９（日）
対象：過去主催事業参加者の
　　　　小学５・６年生
　　　　中学１・２年生
定員：３０名

ボランティアの意欲やスキルを高
める体験活動

13 第２回運営委員会
期日：２/２１（金）
対象：運営委員１３名

今年度事業報告、施設整備・修繕
報告、今年度の課題協議

14
わくわくどきどきスプ
リング

期日：３/８（土）～９（日）
対象：ひとり親家庭
定員：２０家族

自然体験、宿泊体験活動による親
子の絆づくり。

15 わくわく外遊びデー

期日：原則毎月１回開催
　　　（日曜日）
※８・１０月は除く
対象：誰でも（高校生以下は
保護者同伴）

施設を開放し、外遊びや自然遊び
を楽しむ家族の体験活動

2



市町村 利用小学校数 全小学校数

1 松江市 2 32

2 安来市 0 17

3 出雲市 12 34

4 雲南市 1 15

5 奥出雲町 0 10

6 飯南町 0 4

7 浜田市 15 16

8 大田市 1 15

9 江津市 7 7

10 川本町 1 1

11 美郷町 1 2

12 邑南町 7 8

13 益田市 14 15

14 津和野 2 4

15 吉賀町 0 5

16 海士町 0 2

17 西ノ島町 0 1

18 知夫村 0 1

19 隠岐の島町 0 7

学校 利用学校数 全学校数

県立特別支援学校 4 1220

出
雲
地
域

石
見
地
域

隠
岐
地
域

令和６年度受け入れ状況一覧表

資料４



令 和 ６ 年 度 入 所 期 日 一 覧 表

４月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

５月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

６月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

７月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

８月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

R6.6.6 現在

高校120 わく外
デー

利用団体
指導者
研修会
（前期）

一般団体
70

小学校29小学校120

小学校17

小学校
37

小学校27

小学校28

小学校34

小学校
138

小学校
26

小学校
99

わく外
デー

わく外
デー

小学校
15

小学校
16

小学校
113

小学校
19

小学校
44

小学校
19

小学校
18

小学校
58

小学校
42

小学校
124

小学校
19

小学校
38

高校
26

小学校
53

小学校
18

小学校
66

小学校
16

小学校
26

青少年
団体
50小学校

21
小学校

41

小学校
14

青少年団体
50

わく外
デー

利用団体
指導者
研修会
（後期）

チャレンジ・ザ・
サマー

ジュニア・サマー・キャンプ

運営委員会

高校 68一般団体
180

高校
60

一般団体
40

一般団体 11

保育園 50
保育所

60

保育園
58

一般団体 60

一般団体
130

保育園
53

一般団体
40

保育園
64

一般団体
４

高校
50

一般団体
10

一般団体
35

一般団体
18

一般団体
17

高校
68

青少
年団
体

一般団体
40

こども園
33

資料５
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令 和 ６ 年 度 入 所 期 日 一 覧 表 R6.6.6 現在

31
水 木 金
休
所
日

休
所
日

休
所
日

29 30
月 火 水 木

休
所
日

休
所
日

金
休
所
日

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火
24 25 26 27 28

土 日 月 火 水
18 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

３月
1 2 3 4 5

休
所
日

休
所
日

休
所
日

木 金

休
所
日

金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金 土
24 25 26 2712 13 14 15 2818 19 20 21 22 2316 176 7 8 9 10 11

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

２月
1 2 3 4 5

休
所
日

月 火 水 木 金

休
所
日

休
所
日

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火
30 31

水 木 金 土 日 月 火 水
24 25 26 27 28 2918 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

１月
1 2 3 4 5

９月
1 2 3 4 5 16 176 7 8 9 10 11 28 2918 19 20 21 22 23

日 月

24 25 26 2712 13 14 15

土 日

30

日 月 火 水 木 金 土 木 金月 火 水 木 金 土 日 月 火 水火 水 木 金 土 日 月

休
所
日

休
所
日

休
所
日

休
所
日

10月
1 2 3 4

休
所
日

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

休
所
日

休
所
日

休
所
日

6 7 8

休
所
日

１１月
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

休
所
日

休
所
日

6 7

休
所
日

休
所
日

１２月
1 2 3 4 5
日 月 火 水

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 日火 水 木 金 土 日

休
所
日

月 火
休
所
日

休
所
日

休
所
日

水 木 金 土
休
所
日

月
休
所
日

火
休
所
日

休
所
日

かわいい
子には旅
をさせよ

う②

かわいい
子には旅
をさせよう

①

小学校
25

小学校
23小学校

57
小学校

25

小学校
51

小学校
33

小学校
61

小学校
35

小学校
21

小学校
29

小学校
63

小学校
12

養護学校
7

小学校
22

小学校
17

小学校
42

小学校
24

高校
14

小学校
18

小学校
18

小学校
30

一般団体
33

養護学校
6

高校
76

一般団体
70

小学校
75

一般団体
80

一般団体
60

わく外
デー

エンジョイ！
アウトドア

わく外
デー

こども探検隊

森と海の
つどい

ジュニア・

ウインター・
キャンプ

一般団体
60

わく外
デー

オープン
デー

小学校
16

小学校
21

養護
学校

5

小学校
16

小学校
17

小学校
36

養護
学校
10

小学校
26

中学校
97

一般団体
５０

一般団体
12

保育園
21

養護学校
16

青少年団体
50

一般団体
14

一般団体
70

保育所
14 一般団体

70

一般団体
30
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資料６ 

令和６年度 施設管理方針について 

 

少年自然の家施設管理運営事業 

長年の運営で培ってきたノウハウを基に、利用者ならびに入所者の安全安心に配慮

した管理運営を確実に行うとともに、県教育委員会と連携した研修事業や子どもたち

が参加する主催事業（自然体験学習事業）にも積極的に取り組む。 

また、使用料ならびにシーツ利用料の徴収事務を適切に行うとともに建物、設備等

の維持管理を行う。 

その他自然の家職員、県担当課と連絡を密にとり協力していく。 

 

１ 施設維持管理業務 

⑴ 県有自動車 

⑵ 施設設備の維持管理業務 

⑶ 環境整備業務 

⑷ 野外教育施設・設備・教具の維持管理業務 

⑸ 室内活動施設の維持管理業務 

⑹ 宿泊棟、管理棟等の維持管理業務 

⑺ 給食の維持管理業務 

（衛生管理、アレルギーへの配慮、メニュー（食材）の公表と事前の相談対

応、新鮮かつ安全な食材確保等） 

⑻ その他の維持管理業務 

 

２ 施設運営補助業務 

⑴ 管理業務（予算執行・管理） 

⑵ 施設運営補助業務 

⑶ 施設使用料及びシーツ利用にかかる料金の収納事務 ほか 

 

３ 主催事業運営補助業務 

・ 少年自然の家が主催して行う自然体験学習事業の補助 

 

４ 令和６年度修繕予定 

⑴ 防災設備更新（県） 

⑵ 水道ポンプ修繕（県） 

⑶ 空調システム修繕（県） 

⑷ 電話設備修繕（県） 

⑸ 消火器・屋内消火栓一部更新（県） 

⑹ Wi-Fi 設備修繕（宿泊棟） 

⑺ キャンプ場道路部分舗装工事 

⑻ その他軽微修繕 



 

 
 

資料７ 

 

島根県立青少年社会教育施設条例施行規則（抜粋） 

平成３年 ３月２９日 

島根県教育委員会規則第１号 

  

（運営委員会） 

第１３条 青少年社会教育施設に、その運営に関し、所長の諮問に応じ、又は

所長に対し意見を述べるため、運営委員会を置くことができる。 

（平９教委規則１０・一部改正、平１８教委規則２８・旧第１２条繰下） 

第１４条 運営委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに文化の振興にかかわる有識

者のうちから所長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

４ 運営委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定め、その任期は

委員の任期とする。 

５ 委員長は、会議を主催する。 

（平１０教委規則５・一部改正、平１８教委規則２８・旧第１３条繰下） 

 

 

附則（平成９年教委規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

（島根県立少年自然の家条例施行規則の廃止） 

２ 島根県立少年自然の家条例施行規則（昭和５０年島根県教育委員会規則第

９号）は、廃止する。 

（島根県立少年自然の家の運営委員に関する経過措置） 

３ この規則の施行の際現に島根県立少年自然の家の運営委員会の委員に委嘱

されている者は、第１２条の運営委員会の委員に委嘱されたものとし、その

任期は、第１３条第３項本文の規定にかかわらず、この規則による廃止前の

島根県立少年自然の家条例施行規則第９条第２項に規定する任期の残任期間

とする。 


